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す
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原
子
力
規
制
委
員
会
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
撤
去
に
関
す
る
質
問
主
意
書

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
を
受
け
て
福
島
県
内
の
学
校
な
ど
を
中
心
に
設
置
さ

れ
た
放
射
線
量
を
測
定
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
、
平
成
三
十
二
年
度
末
ま
で
を
目
途
に
、
避
難
指
示
が
出
た
十

二
の
市
町
村
を
除
き
、
線
量
が
十
分
に
低
く
安
定
し
て
い
る
場
所
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
約
二
千
四
百
台
を
撤
去
す
る
こ
と

を
決
め
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
に
関
し
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
去
年
十
二
月
に
福
島
県
及
び
県
内
市
町
村
か
ら
意
見
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
「
児

童
や
生
徒
、
保
護
者
の
安
心
の
た
め
、
除
染
で
出
た
土
壌
の
搬
出
が
終
わ
る
ま
で
設
置
を
継
続
す
べ
き
（
福
島
県
）
」
と
か

「
避
難
区
域
に
隣
接
す
る
地
域
で
は
不
安
も
あ
る
の
で
一
律
に
撤
去
を
進
め
る
こ
と
は
反
対
だ
（
二
本
松
市
）
」
等
の
反
対
の

声
が
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。

地
域
住
民
に
不
安
を
与
え
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
安
心
感
を
求
め
る
住
民
の
声
に
応
え
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

よ
っ
て
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
の
配
置
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
設
置
場
所
の
近
隣
住
民
の
意
向
を
踏
ま
え
て
、
一
律

に
撤
去
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
べ
き
と
考
え
ま
す
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
ま
す
。

右
質
問
す
る
。


